
 

個人事業主は個人の住所や氏名を記入 

補助対象経費のみを記入 

（設備費、設計費、工事費のみとし、消費税及び地方

消費税、行政書士費用等の補助対象外経費を除く） 

最⾧で令和９年２月１０日を事業実施期間

の末日とすることができます。 

事業実施期間中に事業に着手（契約・発注）し、設備の納品や

工事の施工、検査・検収、及び経費の支払い等、補助対象設備

の設置にかかる手続きを全て完了する必要があります。 



個人事業主は個人名を記入 

個人事業主は個人の住所を記入 



☑



 

各設備の補助対象経費が見積書等で容易に判別できる

よう明示し、見積書の補助対象経費と一致すること 





申請者・内容により提出

書類は異なります。必ず

確認してください。 

☑

☑

☑

☑

☑ 

☑
☑

☑

☑

 

☑

 

 ☑

☑

第１～６次募集で交付決定を受け

て導入した設備の更新は、第７次

募集の補助対象外です。 



☑

☑

☑

☑





 



申請者・内容により

提出書類は異なりま

す。必ず確認してく

ださい。 

☑

☑

☑

☑

☑ 

☑

☑

☑

☑

☑

☑

 

 ☑

☑

第１～６次募集で交付決定を受け

て導入した設備の更新は、第７次

募集の補助対象外です。 



☑

☑

☑

☑





 



 



                          

 

現在の電力使用量を記入 導入する太陽光発電の発電見込量を記入 

☑

☑

☑  
☑

☑  



 

 

 

十分な費用対効果が見込まれな

い場合は、交付決定ができない

場合があります。 

蓄電池の補助対象設備の要件については、申請要領の P17 を十分に確認してください。 

【申請要領抜粋】 

防災や災害時の使用を主たる目的としている場合や、エネルギーコスト削減効果が不明な

場合は、補助対象外となります。ご注意ください。 



太陽光発電設備の設置に係る確認書 
省エネ・再エネ補助金を活用した太陽光発電設備の設置にあたり、次のとおり提出します。 

 

１ 【全て】設備場所 

該当に○ 設置場所 

 屋根・屋上 ※既存の建築物であって、建築基準法等に適合するもの 

○ 野立て 

 その他   （                            ） 

２ 【野立ての場合】山梨県太陽光発電施設の適正な設置及び維持管理に関する条例 

  （１）設置規制区域の確認 

該当に○ 規制区域の区分 

 設置規制区域内 → 補助対象外ですので、申請できません。 

○ 設置規制区域外 

（２）「設置規制区域外施設の設置届出書」の提出について 

該当に○ 規制区域の区分 

○ 提出済 （提出日：令和８年○月○○日） 

 これから提出する （提出予定日：令和   年   月頃） 

 

３ 【野立ての場合】山梨県世界遺産富士山の保全に係る景観配慮の手続に関する条例 

該当に○ 景観配慮手続きの要否 

○ 要 （実施予定日：令和８年○月頃） 

 不要 （理由：                                ） 



 



 



 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

蛍光灯、水銀灯の場合は、 

②メーカー名 

③機器・型式等 

の記入は不要。 

補助対象設備の条件を満た

していることを明記してく

ださい。 

LED の場合は LED と記載

してください。 



承諾書の発行をした方など、承諾

書の内容について聞き取り可能な

方を記入してください。 

 



 

 



令和８年３月５日より前の着手

であった場合は、補助対象にな

りません。 

 

令和９年２月１０日より後の完

了となる場合は、補助対象にな

りません。 

 



 

期限の定めがない場合は、期限に定めが

ない旨を記入。 



不動産登記法上問題ないことを、具体的

にどのように確認したのか、記入。 


